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区立赤塚体育館再整備基本設計・実施設計業務委託 

技術提案書等作成要領 

 

１ 技術提案書等作成上の基本事項 

  本プロポーザルは、設計業務における具体的な取り組み方法について提案を求めるもので

あり、当該業務の成果品の一部(図面、透視図等)の作成や提出を求めるものではない。 

  設計業務は、契約後に技術提案書に記載された具体的な取組方法を反映しつつ、区が提示

する資料に基づいて区と協議のうえ、開始することとする。本要領において記載した事項以

外の内容を含む技術提案書については、提案を無効とする場合があるので注意すること。 

 

２ 第二次審査に必要な書類一覧 

   

書類 様式 用紙サイズ 
提出部数 

正本 副本 

技術提案書 様式 2-1 Ａ４ １部 ― 

業務実施方針 様式 2-2 Ａ３ １部 11 部 

技術提案書で求める提案 

(最大５枚まで) 
様式 2-3 Ａ３ １部 11 部 

設計工程計画表 任意様式 Ａ３ １部 11 部 

参考見積書 任意様式 Ａ４ １部 ― 

 

３ 書類作成時の注意事項 

 (1) 技術提案書に添付する関連資料は、各様式に基づき作成する。 

  (2) 用紙は片面使用とする。 

(3) 印刷はカラーとしてもよい。 

(4) 書類の綴り方 

 ① 『技術提案書(様式 2-1)』、『参考見積書(任意様式)』の順に並べて左上をステープラ

で仮止めする。 

 ② 『業務実施方針(様式 2-2)』、『技術提案書で求める提案(様式 2-3)』、『設計工程計画

表(任意様式)』の順に並べて左上をステープラで仮止めする。 

(5) 電子媒体(CD-R)においても、各様式等を PDF データにし、製本及び副本を各１部ずつ提

出すること。 

(6) 提案書の外装については、ファイルやバインダー等を使用せず、廃棄時の環境負荷を考

慮し、簡易なものを心がけること。 

 

４ 各種様式の記入要領及び注意事項 

 (1) 『技術提案書(様式 2-1)』 

   必要事項を記載すること。 

(2) 『業務実施方針(様式 2-2)』 

  業務の実施方法、取組体制、設計チームの特徴、特に重視する設計上の配慮事項(様式 2 

-3 に記載する内容を除く。)、その他の業務実施上の配慮事項等を簡易に記述する。この

際、提出者を特定できる内容の記述(具体的な社名等)を記載してはならない。 

(3) 『技術提案書で求める提案(様式 2-3)』 
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  募集要項「10 技術提案書で求める内容」に対する提案は、最大５枚までの用紙に収

め、以下に掲げる項目についての提案を記載すること。 

 

  【区立赤塚体育館再整備の基本的整備方針】 

① 地域体育館として基本的機能の強化 

② 誰でも気軽に立ち寄れる空間の整備 

③ すべての方が安心して来館できる環境の整備 

 

  【提案内容】 

   上記基本的整備方針を踏まえ、以下について提案を求める。 

① 「地域体育館として基本的機能の強化」に関する提案 

     ア アリーナについて、面積の拡大及び観覧席設置の考え方について、具体的に記

述すること。 

         イ 武道場及び多目的スペースの新設を含めた各階のゾーニングについて具体的に

記述すること。 

   ② 「誰でも気軽に立ち寄れる空間の整備」に関する提案 

     ア 再整備する施設全体のユニバーサルデザインに係る考え方について、具体的に

記述すること。 

イ 現在独立している体育館棟とプール棟を一体的に接続し、利用者利便性及び管

理運営効率を向上させるための設計方針及び技術的なアプローチ方法について、

具体的に記述すること。 

ウ スポーツ利用者以外の来館者も気軽に立ち寄れるような（カフェ・ギャラリー

空間）の位置づけ、規模、配置について具体的に記述すること。 

   ③ 「すべての方が安心して来館できる環境の整備」に関する提案 

         ア 駐車場の集約方法及び、解体後の地下駐車場跡地の活用方針について具体的に

記述すること。 

     イ 都道からのアクセス方法や、建物全体の視認性向上についての方針を具体的に

記述すること。 

     ④ その他 

     ア 上記①②③を踏まえた効果的な施設の再整備について、法的要件を遵守し、労

務物価上昇等の社会情勢に対応しながら、予算の範囲内で工事を完了するための

方策について具体的に記述すること。 

     イ 省エネルギー・脱炭素・環境配慮に関する方策について、具体的に記述するこ

と。 

    ウ イニシャルコスト、ランニングコスト及びライフサイクルコストの総合的な縮

減方策について、具体的に記述すること。 

       ※ 提出者(協力事務所を含む。)を特定することができる内容の記述(具体的な社名 

等)を記載してはならない。 

(4) 『設計工程計画表(任意様式)』 

  本業務を履行する場合の全体の業務計画表を作成すること。 

  この際、提出者(協力事務所を含む。)を特定することができる内容の記述(具体的な社

名等)を記載してはならない。 

 ※ 業務計画表の業務区分は、業務内容が把握できるようにすること。 

(5) 『参考見積書(任意様式)』 
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  本プロポーザルにおける技術提案の内容を含む設計委託料の見積もりを提出すること。

この際、『参加申込書(様式１)』に記載した金額を超過してはならない。また、技術提案

書で提案している提案内容の工事費用及び工事監理委託費用の概算額を記載すること。 

(6) 技術提案書の無効 

   提出書類について、本要領に示された条件に適合しない場合は無効とすることがある。 

 

５ プレゼンテーション及びヒアリング 

 (1) 以下のとおりプレゼンテーション及びヒアリングを行う。 

  ① 実施日 

    令和８年６月 10 日(水) (予定) 

  ② 出席者 

    管理責任者、主任技術者から計５名以内とする。なお、原則として代理人の出席及び

指定された者以外の者の出席は認めない。 

(2) プレゼンテーションの日程、留意事項等は別途通知する。 

(3) プレゼンテーション時の説明に際しては、提出した技術提案書を拡大したもの、または

プロジェクター等による拡大映像を使用すること。 

  敷地の特性に配慮した提案の説明を補足するために、視覚的に説明できる資料(エスキ

ス、写真)を用いる場合は、技術提案書内で使用した素材(エスキス、写真)であれば、現

物を使用しても良い。 

  プレゼンテーション時に提出した技術提案書及び技術提案書内で使用した素材(エスキ

ス、写真)の現物以外の資料を使用した場合、提出された技術提案書は無効となる。な

お、プレゼンテーション時の追加資料は受理しない。エスキス模型を使用する場合は、技

術提案書の提案内容を逸脱するものは認めない。 

(4) 拡大映像で説明する際のパソコンは、各者で用意すること。プロジェクターについて

は、事務局で用意した機器を使用する。なお、機種の使用等については別途通知にて確認

すること。 

(5) プレゼンテーションに出席しない場合は、受注意思がないものとみなし、原則として採

用しないこととする。ただし、交通機関の事故等、真にやむを得ない理由がある場合は、

速やかに事務局へ連絡すること。 

 

６ 審査結果に関する事項 

 (1) 選定された者に対しては、選定された旨を書類により通知するとともに、板橋区ホーム

ページ上に公開する。 

(2) 提出された技術提案書が選定されなかった者に対しては、選定委員会委員長が審査結果

について書面により通知する。 

 

７ その他 

 (1) 本手続きにおいて使用する言語は日本語、通貨は日本円、単位は日本の標準時及び計量

法によるものとする。 

(2) 技術提案書の作成、提出及びプレゼンテーションに関する費用は、技術提案書の提出者

の負担とする。 

(3) 技術提案書に虚偽の記載をした場合には、技術提案書を無効とするとともに虚偽の記載

をした者に対して指名停止の措置を行うことがある。 

(4) 本件業務を受注した設計事務所(再委託先の設計事務所を含む。以下同じ。)及び本業務 
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を受注した設計事務所と資本・人事面等において関連があると認められた製造業者又は建

設業者は、本業務に係る工事の入札に参加し又は当該工事を請負うことができない。 

(5) 原則として、技術提案書提出後は、技術提案書に記載された内容の変更を認めない。 

(6) 技術提案書の取り扱い 

 ① 提出された技術提案書を区の了解なく、公表・使用してはならない。 

 ② プロポーザル方式への参加申し込み手続以降に、区に提出された書類については、す

べて公文書公開請求(情報公開)の対象となり、原則公開となることから、あらかじめ了

承の上、提出すること。 

   なお、区から要請がある場合には、事業者は提案書の補足説明書の作成を速やかに

(概ね２週間以内)行うものとし、補足説明書は公文書公開請求(情報公開)により開示し

た提案書の内容を補足する必要があった場合に作成するもので、どのような提案がなさ

れるか想起できる具体的な内容のものとする。 

 ③ 提出された技術提案書は、選定を行う作業に必要な範囲及び上記②の場合において、

複製を作成することがある。なお、この場合においても板橋区の文書保存期間の終了後

に技術提案書及び複製は廃棄する。 

 ④ 提出された技術提案書及びその複製は、技術提案書の特定及び上記②以外に提出者に

無断で使用しないものとする。 

(7) その他 

  技術提案書の作成のために、区から受領した資料は、区の了解なく公表、使用してはな

らない。 

 


